
ふるさと納税で地域産業を

育てる次のステージへ
～ふるさと産品創出・強化支援事業補助金説明会～

資料１



目次

１. 田原市ふるさと納税受入額の推移

２. ふるさと納税の仕組み

３. 寄附金の活用実績

４. ふるさと納税の課題

５. ふるさと納税３．０とは

６. この補助金ができた経緯

事業補助金とは

７. 田原市ふるさと産品創出・強化支援

９. 補助対象経費

１０. それぞれのメリット

１１. 補助金のイメージ➀

１２. 補助金のイメージ➁

１３. 応募から返礼品提供までの流れ

１４. 応募必要書類について

１５. 審査方法及び審査項目について

１６. よくある質問８. 補助対象者・主な参加条件



田原市ふるさと納税受入額の推移 〜田原市のふるさと納税の現状〜

寄附受入額の推移
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ふるさと納税の仕組み 〜寄附金はこう活用されます〜

寄附金の内訳 市政へ活用 返礼品代 運営経費

田原市では当該年度に受領した寄附金は一度基金に積み立て、翌年度以降の事業に活用しています。

Ｂ:返礼品代

３０％

Ａ：運営経費

２０％

Ｃ:市政への活用

５０％

ポータルサイト手数料、返礼品送料、
広告費、人件費等のふるさと納税事業
に係る経費

総務省告示により
「返礼品割合を３割以下」
とすることが規定

総務省告示によりＡ＋Ｂの
「募集に要する経費は寄附総額の５割以下」
とすることが規定

寄附額全体からＡ＋Ｂを差し引いたＣが
市に残る部分



寄附金の活用実績

主な活用事業

寄附の使い道別内訳



ふるさと納税の課題 〜事業者・自治体、それぞれが抱える悩み〜

返礼品事業者の課題

・生産体制（ヒト、モノ）の不足

・設備投資負担へのハードル

・新規返礼品開発、返礼品改良の負担

自治体の課題

・地域産業振興への貢献

・共感型の寄附獲得が難しい

・寄附金の使い道が見えにくい



ふるさと納税３．０とは

ふるさと納税１.０ 寄附することで返礼品を受取る

ふるさと納税２.０
自治体が実施する事業に対しクラウドファン
ディング型ふるさと納税で資金調達

ふるさと納税３.０
地域産業活性化の新手法として1.0と2.0の長
所を合わせた制度

・「事業者」がプロジェクトを提案し、その資金を「クラウドファンディング

　型ふるさと納税」により集める。

・そのプロジェクトに集まった寄附の「実質収入」
※1

を補助金として交付

　※1 寄付金から経費(返礼品30%、委託料等20%)を差し引いた残り50%分

　　　　×

　　　　↓



この補助金ができた経緯 〜ふるさと納税の課題から生まれた支援制度〜

返礼品事業者・自治体それぞれの課題を解決する補助制度

課題の把握

事業者には設備投資等へのハードルやリスク、自治体には使い道の見える化・地域産業への

貢献という課題がありました。

ふるさと納税の本来の目的を整理

返礼品を選ぶだけでなく、「地域の挑戦や未来に共感して応援する」ふるさと納税へ。

補助金制度の設計

ふるさと納税の市政活用分の５０%を補助金として活用し、返礼品の新規開発・生産強化を支援する
制度を設計しました。

制度の目的

田原市の地域経済の活性化につながる事業を支援し、寄附者・事業者・自治体が一体となって
地域の未来をつくる仕組みを目指します。



田原市ふるさと産品創出・強化支援事業補助金とは

新たなふるさと産品を創出しようとする事業者や既存産品の改良、増産に取り組む事業者に対し、

ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディング（CF）により集まった寄附金を原資として、

補助金を交付する制度です。

●補助金の額

ＣＦで受領した寄附金の１０分の５に相当する額（市政活用部分）

企業版ふるさと納税で受領した寄附金の１０分の１０に相当する額

●補助率

１０分の１０以内（上限１，０００万円）

●事業活用イメージ

新規返礼品開発支援

新商品開発に係る設備等の導入費用を助成
商品化に向けたパッケージ・ラベルデザイン制作費を助成

既存産品の生産強化支援

既存商品の品質向上や生産強化にかかる費用を助成
在庫管理システム導入や集荷・配送体制強化の費用を助成



補助対象者

ふるさと産品登録の意思

補助事業により創出したふるさと産品を、市のふるさ

と納税の返礼品として登録する意思を有する者。

市内の事業所と事業継続の意思

市内に事業所等を有する、又は開設を予定する者で、

交付決定日の属する年度の終了から５年以上継続して

事業を行う意思を有する者。

主な参加条件

（１）中小企業基本法(昭和３８年法律第１５４号)第２条第１項各号に掲げる個人、法人

（２）自らが事業の実施主体である個人、法人

（３）市内に本社、支社、営業所等の拠点が立地（立地予定含む）し、ふるさと産品を
生産・製造、付加価値を伴う加工等を行う個人、法人



補助対象経費 〜補助金の対象となる費用〜

施設整備費

新たな施設の建設、増改築にかかる費
用、備え付け設備の購入等に係る費用

機械装置費（田原市独自）

生産性向上や品質改善のための
機械・装置の購入費

内装・設備・施工工事費

事業活動に必要な内装、設備、その他
工事にかかる費用

建物改造費

既存建物の事業用途への改造にかかる費用

備品費

事業活動に必要な備品の購入費

借料・損料

施設や機械等の賃借料、または損害に
対する費用

消耗品費

事業活動で消費される物品の購入費（
現地調査時に確認できるものに限る）

委託・外注費

外部に業務を委託する際の費用
※応募書類作成に係る委託費は除く

通信運搬費

事業活動における通信費や運搬費

広告宣伝費

商品やサービスのプロモーション費用（補助対象経費の総額の
10%以内、寄附金の募集に係るものを除く）

その他

上記に該当しない、事業実施に必要な経費

※返礼品等の費用に含まれる原材料費や梱包資材費、人件費、土地購入費、公租公課、
消費税及び地方消費税などは、補助対象外となります。



それぞれのメリット

寄附者メリット

❶プロジェクトに直接活用される

（使い道の見える化）

❷新たに生み出された魅力的な地

場産品をいち早く受け取れる

❸通常どおりのふるさと納税の

寄附金控除の恩恵を享受

事業者メリット

❶新たな事業の拡大に必要な資金

調達が可能

❷資金だけでなく、ＣＦを通じて

一定の注文・売上も確保

❸プロジェクト終了後も、ふるさ

と納税で継続して売上を確保

自治体メリット

❶新たな地場産品の創出が可能

❷地域事業者の事業拡大を直接支

援できる

❸ＣＦで地域の魅力や活動を発信

することにより田原ファンの

創出を期待できる



補助金のイメージ➀
ステージ１の目標達成で事業開始、補助対象経費の２分の１補助



補助金のイメージ➁
ステージ２の最終目標達成で補助対象経費の１０分の１０補助（上限１，０００万円）



応募から返礼品提供までの流れ

■田原市ふるさと産品創出・強化支援事業補助金の実施スケジュール（予定）

項目 期日 備考

事業者説明会 5月19日（火）

相談期間 5月19日（火）～6月12日（金） ※１回以上必須

募集期間 5月19日（火）～6月19日（金）

審査会 7月1日（水）

結果通知 審査後2週間以内

返礼品構築・ＣＦ準備等 採択後～9月末

ＣＦ期間 10月～12月 ※10月から事前着手可能

補助金交付申請・交付決定 ＣＦで目標額達成後またはＣＦ終了後

事業実施～完了 交付決定後

返礼品送付 事業完了後



応募必要書類について
企画提案の応募にあたっては、次の書類を提出してください。（応募代表者が提出するものとします。）

様式１および一部の様式自由書類については、ホームページに様式データを掲載しています。

企画提案応募書【様式１】 必須

企画提案書【様式１別紙】 必須

補助対象経費の概算見積書【様式自由】 必須

事業実施体制の組織表【様式自由】（各構成員の役割分担等が明示されているもの） 必須

提案事業者の過去の事業実績【様式自由】（※無ければ不要です。） 任意

直近３期分の決算書（個人の場合は確定申告書など） 必須

法人税の申告書（法人の場合） 必須



審査方法及び審査項目について
（１）審査方針について

・選定基準に基づいて採択事業者を決定
・合計60点以上で採択事業者候補
・採択事業者多数の場合は、評価点数上位3
者程度に選定する可能性あり

（２）審査方法について
・書面審査
・プレゼンテーション審査

総合評価で基準点を超えた事業
者を予算の範囲内で選定

（３）審査項目及び審査基準について
・右記の項目と基準で審査を実施
・記入漏れや記載内容に誤りがあった場合でも、
提出された書類で審査を行いますので、提出前
に内容に誤りがないか十分にご確認ください。

審査項目 審査内容 評価の着眼点 配点 係数 小計 合計

・実施体制
・事業実施に必要な人員配置や役割分担が明確になっているか。
・適切な専門知識や経験を有する人物が事業の中核を担っているか。
・外部支援を含む場合、その連携体制が構築されているか。

・実績、熱意や想い

・これまでの類似事業の実績が具体的に提示されているか。
・過去の成果が今回の事業提案の信頼性を補強しているか。
・特にふるさと産品創出や地域経済活性化に関する実績があるか。
・ふるさと納税に対する熱意や想いが現れているか。

・独創性、新規性
　（新商品の場合）

・他地域や市場で類似の事例が少ない斬新な内容か。
・新しい技術や手法を提案しているか。
・地元の資源や特性を活用した独自の要素があるか。

・優位性、実現性
・競争優位性や差別化ポイントが具体的に明示されているか。
・提案内容の達成に必要なリソース（資金・設備・人材）が十分か。
・進捗管理や事業計画が具体的かつ実行可能か。

・市場性、成長の可能性
・市場のニーズやトレンドに沿った提案か。
・競合他社との比較優位が明確に示されているか。
・中長期的な事業展開の可能性が現実的に描かれているか。

・経済波及効果
・地元企業・産業への波及効果が期待できるか。
・関連産業の成長につながる可能性があるか。
・消費支出や税収増加などの経済的効果が具体的に提示されているか。

・ふるさと納税返礼品
　としての可能性

・提案内容がふるさと納税の返礼品として価値を有するか。
・寄附者が魅力を感じる商品やサービスか。
・返礼品としての品質や信頼性が担保できるか。

5 ×4 20

・社会貢献
・地域住民の生活向上や雇用創出に貢献する内容か。
・持続可能性や環境保護の観点が盛り込まれているか。
・地域社会の課題解決に寄与する取り組みか。

・法的な問題
・事業実施にあたり、法令遵守や関係法規の確認がなされているか。
・必要な許認可手続きが明確に整理されているか。
・提案内容が公序良俗に反していないか。

・収益性
・提案事業が収入を生み出す具体的なモデルを有しているか。
・初期投資と収益がバランスしているか。
・売上予測や利益率が合理的かつ現実的に示されているか。

・資金計画
・必要経費の分類が適切に行われているか。
・資金調達の計画が実行可能かつ合理的であるか。
・自己資金や外部資金（クラウドファンディング等）の割合が計画的か。

④事業提案金額
について

・費用積算
・提案内容に対する費用見積りが妥当かつ具体的であるか。
・根拠資料を基に積算が行われているか。
・補助金申請額と提案事業全体の予算が整合しているか。

5 ×2 10 10

合計100点 100 100

15 15

15

15

15

15①提案者について 5 ×3

60

10

③資金・収支計画
について

5 ×3

5 ×2

②提案内容について

5 ×3

5 ×3



よくある質問（Ｑ＆Ａ）〜補助金に関する疑問を解決〜

Q1. ふるさと納税を活用

したＣＦは、どの民間ポ

ータルサイトで行うのか

？

A. 下記４大ポータルサイトで

実施します。

・楽天ふるさと納税

・さとふる

・ふるさとチョイス

・ふるなび

Q2. ふるさと納税返礼品

事業者になっていない場

合、目標達成するのは困

難では？

A. すでに返礼品事業者になっ

ている場合、既存返礼品からの

寄附導線が多いため、CFで目標

達成しやすい傾向にあります。

新規事業者の場合でも魅力ある

商品を開発できれば、目標達成

することも可能だと考えていま

す。

Q3. この補助金は毎年応

募できますか？

A. 本補助金の交付を受けた事

業者は、翌年度については本補

助金へ応募することはできませ

ん。

応募はしたが採択されなかった

場合、採択されたが事業を中止

したため補助金の交付は受けて

いない場合は翌年度も応募可能

です。

Q4. 補助金の支払いタイ

ミングはいつですか？

A. 基本的には事業完了後の実績

払いを予定しています。

ただし事業完了前に、事業達成

のため、補助金を交付する必要

があると認められる場合は、補

助金を概算交付します。

詳細は補助金交付要綱第１０条

をご確認ください。

Q5. クラウドファンディング（CF）で目標額に達しなか

った場合はどうなりますか？

A. 目標額に達しなかった場合は、採択事業の中止、もしくはCFで集

めた寄附総額の50%を補助金として交付可能です。

ただし、補助金の交付を行う場合は、不足分は自己資金で補完して事

業を実施する場合などに限ります。

Q6. 事業期間はＣＦ終了後からでは短期間しかないが、

事業が完了しない場合どうなるのか？

A. 基本的には年度内完了を想定しています。ただし、年度完了が難

しい、事業の効率的な実施のため、やむを得ない事情がある場合等、

内容が認められる場合については、事前着手（補助金交付要綱第８条

）または繰越（同要綱第１４、１５条）が可能となります。



ご清聴ありがとうございました

担当窓口連絡先

田原市 企画部企画課 まち魅力創造係

 電話番号：0531-27-7978

 メール：chisou@city.tahara.aichi.jp

制度詳細は田原市ホームページをご参照ください

「田原市 ふるさと納税 補助金」で検索

募集要項・様式等について

本日、田原市ホームページに募集要項や応募に必要な書

類様式等を掲載いたします。制度のさらに詳細は募集要

項をご確認ください。

質問事項等ありましたら、左記連絡先へお気軽にご連絡

ください。

本補助金を通じて、田原市の魅力を全国へ発信する事業

者の皆様のご応募を心よりお待ちしています。


